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睡
園
見
た
寡ト

ヨ
タ
自
動
車
圏
ナ
ザ
イ
ン
本
部
東
蒸
ナ
ザ
イ
ン
部
長

木
村

徹

昨
日
未
来
の
夢
を
見
た
、
二
〇
五
〇
年
ご
ろ
の
よ
う
だ
。

七
月
某
日
曜
日
。
こ
こ
は
三
鷹
市
下
連
雀
二
丁
目
、
会
社
の
単

身
赴
任
寮
だ
。
日
曜
日
は
静
か
で
過
ご
し
や
す
い
が
、
部
屋
は
殺
風

景
で
と
て
も
退
屈
だ
。
描
き
か
け
の
油
絵
に
も
い
ま
い
ち
気
が
乗
ら

な
い
し
、
時
計
を
見
る
と
も
う
一
〇
時
、
ど
こ
か
気
の
利
い
た
レ
ス

ト
ラ
ン
で
ブ
ラ
ン
チ
で
も
楽
し
む
事
に
し
よ
う
。
先
週
納
車
さ
れ
た

ば
か
り
の
私
の
お
気
に
入
り

『P
M
』
で
出
か
け
る
。

『P
M
』
パ
ー
ソ
ナ
ル

モ
ビ
リ
テ
ィ
ー
と
呼
ば
れ
る
ジ
ャ
ン
ル

の
車
だ
。

一
人
乗
り
の
コ
ン
パ
ク
ト
カ
ー
で
、
ど
こ
で
も
ス
イ
ス
イ

行
け
る
カ
ワ
イ
イ
や
つ
だ
。

初
め
て
見
た
の
は
四
〇
年
ぐ
ら
い
前
、
私
が
小
学
校
五
年
生
の

と
き
親
父
と
一
緒
に
行
っ
た
東
京
モ
ー
タ
ー
シ
ョ
ー
、
当
時
世
界
二

位
の
販
売
台
数
を
誇
る
日
本
鮠
1
の
自
動
車
会
社
が
出
品
し
た
シ
ョ

ー
モ
デ
ル
だ
っ
た
。
｢
こ
ん
な
車
で
街
を
走
っ
て
み
た
い
な

!

｣

鱸ッセィ

そ
ん
な
こ
と
を
子
供
心
に
思
っ
た
も
の
だ
。

今
で
は
世
界
中
に
こ
の
ジ
ャ
ン
ル
の
車
が
走

っ
て
い
る
。
も
ち

ろ
ん
私
の

『P
M
』
も
基
本
的
な
考
え
方
は
当
時
と
同
じ
だ
が
、
圧

倒
的
に
ス
リ
ム
に
な
っ
て
い
る
。
二
〇
〇
五
年
の
愛
知
万
博
で
見
た

『i
-
u
n
i
t
』
に
近
い
大
き
さ
か
も
し
れ
な
い
。

写真 1 2003年東京モーター
ショー出品トヨタ ｢P M ｣

写真 2 高速モード姿勢



写真 3 2003年東京モーターショー時想定された
｢P M ｣ 走行状況

当
時
言
わ
れ
て
い
た
道
路
環
境
の
イ
ン
フ
ラ
も
思
い
の
ほ
か
早

く
整
備
さ
れ
た
。
I
R

(イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ト

ロ
ー
ド
)
と
い
う

考
え
方
で
、
必
要
な
情
報

(温
度
や
路
上
の
障
害
物
情
報
、
車
線
情

報
、
交
通
量
、
車
速
、
照
明
、
等
)
は
す
べ
て
走
行
中
に
車
内
で
確

認
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
整
備
は
青
山
通
り
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
、
日

本
中
の
主
要
な
道
路
で
ほ
ぼ
完
備
さ
れ
た
。
子
供
の
頃
の
お
ぼ
ろ
げ

な
記
憶
だ
が
、
道
路
に
は
標
識
、
電
線
、
信
号
機
、
交
通
量
測
定
器
、

車
速
感
知
機
、
歩
道
橋
、
白
い
ガ
ー
ド
レ
ー
ル
、
照
明
塔
、
等
、
さ

ま
ざ
ま
な
物
が
建
っ
て
い
た
。
こ
の
I
R
活
動
に
よ
っ
て
道
路
環
境

が
す
っ
き
り
し
、
車
と
周
り
の
風
景
が
溶
け
込
み
、
ひ
と
つ
の
生
活

空
間
と
い
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
私
の
住
ん
で
い
る
地
域
も
道
路
に

セ
ン
サ
ー
が
埋
め
ら
れ
、
原
動
機
付
き
で
走
る
乗
り
物
は
全
て
三
〇

キ
ロ
以
上
の
速
度
で
は
走
れ
な
く
な
っ
て
い
る
。
生
活
ゾ
ー
ン
の
住

環
境
は
、
国
の
指
導
に
よ
っ
て
全
て
の
管
理
を
自
治
体
に
任
さ
れ
て

い
る
た
め
、
住
民
の
申
請
に
よ
っ
て
最
高
速
度
が
一
0
キ
ロ
と
い
う

所
も
あ
る
。

T
V
か
ら
ド
ラ
イ
ビ
ン
グ
カ
ー
ド
に
新
装
オ
ー
プ
ン
の
レ
ス
ト

ラ
ン
情
報
を
イ
ン
プ
ッ
ト
、
さ
あ
出
発
だ
。
も
う
す
で
に
外
気
温
は

三
〇
度
を
越
し
て
い
る
、
今
日
も
暑
く
な
り
そ
う
だ
。
一
人
乗
り
の

『P
M
』
は
コ
ン
パ
ク
ト
な
の
で
、
室
内
も
す
ぐ
に
心
地
よ
い
温
度

に
な
っ
て
く
れ
る
。
こ
れ
も
省
エ
ネ
の
一
要
素
と
し
て
税
の
割
引
が

あ
る
。
他
に
は
重
量
税
、
止
ま
っ
て
い
る
時
の
道
路
占
有
面
積
も
新

た
に
課
税
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
『P
M
』
は
そ
れ
も
免
除
さ

れ
て
い
る
。
な
か
な
か
の
優
れ
も
の
だ
。

私
の

『
P
M
』
は
三
0
キ
ロ
以
下
の
ス
ピ
ー
ド
で
走

っ
て
い
る

と
、
ホ
イ
ル
ベ
ー
ス
は
一
番
短
く
セ
ッ
ト
さ
れ
、
背
が
高
く
な
り
、

写真4 低速モード姿勢
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歩
く
よ
う
な
姿
勢
で
運
転
で
き
る
。
視
界
も
良
く
、
そ
の
場
で
ク
ル

ま
た
、
新
し
い
道
路
が
郊
外
に
完
成
し
た
と
聞
い
た
。
制
限
速

ク
ル
回
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
駐
車
に
は
便
利
だ
、
し
か
も
場
所
を

度
は
な
い
そ
う
だ
。
『P
M
』
は
最
高
速
度
三
二
〇
キ
ロ
ま
で
出
す

取
ら
な
い
。

こ
と
が
で
き
る
。
高
速
で
走
る
時
ホ
イ
ー
ル
ベ
ー
ス
は
伸
び
、
ド
ラ

住
宅
街
を
抜
け
大
通
り
に
出
た
。
二
〇
世
紀
を
生
き
た
人
達
に

イ
ビ
ン
グ
ポ
ジ
シ
ョ
ン
も
低
く
、
ま
る
で
F
1
に
乗
っ
て
い
る
よ
う

は
信
じ
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
が
、
道
路
に
は
並
木
と
ガ
ー
ド
レ
ー
ル
兼

な
感
覚
で
ド
ラ
イ
ブ
で
き
る
。
I
R
が
導
入
さ
れ
た
道
路
で
は
運
転

低
い
照
明
灯
し
か
な
く
、
こ
れ
が
歩
道
と
車
道
の
区
別
を
し
て
い
る

に
自
信
の
な
い
人
で
も
、
高
齢
者
で
も
高
速
走
行
が
ス
ト
レ
ス
な
く

だ
け
で
段
差
も
な
け
れ
ば
溝
も
な
い
。
全
く
の
フ
ラ
ッ
ト
だ
。
路
面

安
全
に
出
来
る
そ
う
だ
。
今
度
の
休
み
は
高
速
走
行
で
も
楽
し
み
た

は
特
殊
ゴ
ム
で
出
来
た
水
を
透
過
す
る
素
材
で
大
雨
の
と
き
で
も
水

住
宅
街
を
抜
け
大
通
り
に
出
た
。
二
〇
世
紀
を
生
き
た
人
達
に

は
信
じ
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
が
、
道
路
に
は
並
木
と
ガ
ー
ド
レ
ー
ル
兼

低
い
照
明
灯
し
か
な
く
、
こ
れ
が
歩
道
と
車
道
の
区
別
を
し
て
い
る

だ
け
で
段
差
も
な
け
れ
ば
溝
も
な
い
。
全
く
の
フ
ラ
ッ
ト
だ
。
路
面

は
特
殊
ゴ
ム
で
出
来
た
水
を
透
過
す
る
素
材
で
大
雨
の
と
き
で
も
水

溜
り
な
ど
と
は
無
縁
だ
。
何
よ
り
も
嬉
し
い
の
は
冬
の
路
面
凍
結
が

無
い
こ
と
だ
。
さ
ま
ざ
ま
な
道
路
情
報
も
全
て
ド
ラ
イ
バ
ー
へ
的
確

に
伝
え
ら
れ
、
意
図
せ
ぬ
事
態
が
発
生
し
て
も
イ
ン
フ
ラ
と
ク
ル
マ

と
で
未
然
防
止
シ
ス
テ
ム
が
作
動
し
、
自
動
的
に
安
全
を
確
保
し
て

く
れ
る
。
I
R
路
面
上
で
の
事
故
は
ほ
と
ん
ど
無
く
な
り
、
ド
ラ
イ

バ
ー
の
負
担
は
軽
減
さ
れ
て
目
的
地
の
事
だ
け
悩
ん
で
い
れ
ば
O
K

だ
。
さ
っ
き
連
絡
を
と
っ
た
仲
間
も
も
う
後
ろ
で
ラ
ン
デ
ブ
ー
ド
ラ

イ
ブ
中
だ
。レ
ス
ト
ラ
ン
で
の
オ
ー
ダ
ー
は
す
で
に
済
ま
せ
て
あ
る
。

六
五
歳
以
上
の
人
口
は
四
0
%
を
超
え
て
、
運
動
機
能
が
衰
え

敏
感
に
反
応
で
き
な
い
人
々
に
も
、
安
心
し
て
運
転
で
き
る
道
路
が

こ
の
I
R

(イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ト

ロ
ー
ド
)
活
動
に
よ
っ
て
実
現

し
た
。道
路
の
役
割
は
単
に
ヒ
ト
や
ク
ル
マ
を
流
す
だ
け
で
は
な
く
、

あ
ら
ゆ
る
情
報
や
電
気
、
ガ
ス
、
水
道
、
下
水
、
電
話
通
信
、
正
に

ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
そ
の
も
の
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

今
で
は
規
格
化
さ
れ
た
道
路
が
ユ
ニ
ッ
ト
と
し
て
、
工
場
で
大

量
生
産
さ
れ
て
い
る
、
ま
る
で
子
供
の
頃
に
よ
く
遊
ん
だ
積
み
木
の

玩
具
の
よ
う
に
道
路
が
出
来
上
が
っ
て
い
く
。

そ
ん
な
話
を
膨
ら
ま
せ
な
が
ら
仲
間
と
の
ブ
ラ
ン
チ
を
楽
し
ん

で
い
る
と
こ
ろ
で
目
が
覚
め
、
現
実
の
世
界
に
戻
っ
た
。
ち
ょ
う
ど

お
腹
も
す
い
た
こ
と
だ
し
、
歩
い
て
行
列
の
で
き
る
ラ
ー
メ
ン
で
も

食
べ
に
行
く
こ
と
に
し
よ
う
。今
日
は
何
分
待
た
さ
れ
る
だ
ろ
う
か
。
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特
集
/
道
路
関
係
四
公
団
民
営
化
関
係
法
に
つ
い
て

週
睡
鬮
無
圓
鐵
鬮
罵
薑
化
醐
無
濾
⑭
榊
嚢

道
路
局
路
政
課

道
路
関
係
四
公
団
民
営
化
を

め
ぐ
る
こ
れ
ま
で
の
経
緯

道
路
関
係
四
公
団
の
民
営
化
に
つ
い
て
は
、
平
成
一
三

年

三
一月
一
九
日
に

｢特
殊
法
人
等
整
理
合
理
化
計
画
｣

が
閣
議
決
定
さ
れ
、
四
公
団
の
民
営
化
の
方
針
が
示
さ
れ

る
と
と
も
に
、
四
公
団
に
代
わ
る
新
た
な
組
織
及
び
そ
の

採
算
性
の
確
保
に
つ
い
て
は
、
内
閣
に
置
く

｢第
三
者
機

関
｣
に
お
い
て
一
体
と
し
て
検
討
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
。

こ
の
第
三
者
機
関
と
し
て
道
路
関
係
四
公
団
民
営
化
推

進
委
員
会
が
設
置
さ
れ
、
平
成
一
四
年
六
月
か
ら
三
五
回

に
及
ぶ
審
議
を
経
て
、
同
年
一
二
月
六
日
に
意
見
書
が
取

り
ま
と
め
ら
れ
た

(参
考
資
料
-
参
照
)。

こ
の
意
見
書
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
同
月
一
七
日
の

閣
議
決
定
に
よ
り
、
政
府
は
、
民
営
化
推
進
委
員
会
の
意

見
を
基
本
的
に
尊
重
す
る
と
の
方
針
の
下
、
必
要
に
応
じ

与
党
と
も
協
議
し
な
が
ら
所
要
の
検
討
を
進
め
る
こ
と
と

さ
れ
た
。

国
土
交
通
省
に
お
い
て
は
、
民
営
化
に
向
け
て
必
要
な

措
置
に
つ
い
て
は
可
能
な
も
の
か
ら
で
き
る
だ
け
早
期
に

具
体
化
に
努
め
る
と
い
う
考
え
の
下
、
高
速
自
動
車
国
道

整
備
へ
の
新
直
轄
方
式
の
導
入
、
本
州
四
国
連
絡
橋
公
団

の
債
務
処
理
、
コ
ス
ト
削
減
計
画
の
策
定
、
関
連
法
人
の

見
直
し
等
を
進
め
て
き
た
。

そ
の
後
、
平
成
一
五
年
一
一
月
二
人
日
に
民
営
化
の
基

本
的
枠
組
み
に
つ
い
て
複
数
案
を
提
示
し
、
各
方
面
の
意

見
を
聴
取
し
た
上
で
、
具
体
案
の
取
り
ま
と
め
に
向
け
検

討
を
進
め
、
最
終
的
に
同
年
一
二
月
二
二
日
に
開
催
さ
れ

た
政
府

･
与
党
協
議
会
に
お
い
て
、
民
営
化
の
基
本
的
枠

組
み
が
決
定
さ
れ
た

(参
考
資
料
2
参
照
)。

こ
れ
ら
一
連
の
流
れ
を
受
け
て
、
平
成
エ
ハ年
三
月
九

日
に
道
路
関
係
四
公
団
民
営
化
関
係
法
案
が
閣
議
決
定
･

国
会
提
出
さ
れ
た
。
同
月
三
〇
日
か
ら
衆
議
院
に
お
い
て

審
議
が
開
始
さ
れ
、
約
五
四
時
間
に
上
る
審
議
の
後
、
四

月
二
七
日
の
本
会
議
で
可
決
さ
れ
た
。
続
く
参
議
院
で
は

約
二
七
時
間
に
上
る
審
議
の
後
、
六
月
二
日
の
参
議
院
本

会
議
で
可
決
･
成
立
し
た
。

今
後
は
、
移
行
準
備
を
経
て
、
平
成
一
七
年
度
中
に
民

営
化
が
実
施
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
。



③
当
分
の
間
、
政
府
の
債
務
保
証
が
可
能
。

3

会
社
の
合
併

政
府
は
、
本
州
四
国
連
絡
高
速
道
路
会
社
に
つ
い
て
、

経
営
の
安
定
性
の
確
保
が
確
実
に
な
っ
た
時
点
で
、
西
日

本
会
社
と
の
合
併
に
必
要
な
措
置
を
実
施

(図
1
)。

害

独
壼
得
贓
法
人
目
窓
高
速
道
路
保
有
9
債

務
遍
満
機
構
法

1

機
構
の
業
務
等

塑
局
速
道
路
に
係
る
道
路
資
産
の
保
有
･
貸
付
け
、
債

務
の
早
期
の
確
実
な
返
済
等
を
行
う
独
立
行
政
法
人

と
し
て
日
本
高
速
道
路
保
有

･
債
務
返
済
機
構
を
設

立
o

②
民
営
化
か
ら
四
五
年
後
ま
で
に
、
債
務
の
返
済
を
完

了
さ
せ
、
解
散
。

･
有
利
子
債
務
の
高
速
自
動
車
国
道
･
本
四
関
係
分

は
非
拡
大
。
そ
の
他
も
極
力
上
回
ら
な
い
よ
う
努

力

(国
土
交
通
大
臣
が
独
立
行
政
法
人
通
則
法
上

の
機
構
の
中
期
目
標
を
定
め
、
機
構
に
指
示
し
、

公
表
)。

.
出
資
金
相
当
額
の
還
元
に
つ
い
て
も
、
解
散
時
に

行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
明
文
化
。

③
機
構
は
、
会
社
と
、
機
構
の
業
務
を
一
体
と
し
て
行

う
必
要
が
あ
る
全
国
路
線
網

(高
速
自
動
車
国
道
及

び
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
型
一
般
有
料
道
路
)
又
は
地
域
路

l 掟首都高速 l日本道路公団
道路公団

速
団

高
公

神
路

阪
道 L本州四国 l連絡橋公団
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道
路
関
係
四
公
団
民
営
化
関
係
法
の
概
要

嚼

高
速
道
路
【M株
式
会
社
油

ー

会
社
の
事
業
等

塑
局
速
道
路
の
建
設
･
管
理
･
料
金
徴
収
を
行
う
特
殊

会
社
と
し
て
、
東
日
本
高
速
道
路
株
式
会
社
、
首
都

高
速
道
路
株
式
会
社
、中
日
本
高
速
道
路
株
式
会
社
、

西
日
本
高
速
道
路
株
式
会
社
、
阪
神
高
速
道
路
株
式

会
社
、本
州
四
国
連
絡
高
速
道
路
株
式
会
社
を
設
立
。

②
各
会
社
が
原
則
と
し
て
事
業
範
囲
と
す
べ
き
高
速
道

路
を
設
定
。
こ
の
事
業
範
囲
以
外
の
高
速
道
路
に
つ

い
て
の
事
業
実
施
も
可
能
。

③
サ
ー
ビ
ス
エ
リ
ア
の
運
営
等
の
関
連
事
業
も
実
施
。

･
会
社
の
自
主
性
を
尊
重
し
、
事
前
届
出
で
関
連
事

業
の
実
施
が
可
能
。

④
会
社
は
、
機
構
と
、
貸
付
料
、
貸
付
期
間
等
を
内
容

と
す
る
協
定
を
締
結
。

2

国
と
の
関
係

①
政
府

(地
方
公
共
団
体
)
は
、
総
株
主
の
議
決
権
の

三
分
の
一
以
上
の
株
式
を
保
有
。

②
代
表
取
締
役
の
選
定
、
社
債
及
び
長
期
借
入
金
等
に

つ
い
て
は
、
国
土
交
通
大
臣
の
認
可
が
必
要
。

　　　 　　　　　　　　　　　　 　　淺慶縣式衾獲 道路株式会社 株式会社 高速道路会社

･

ンゞ
　
　　　　構　

　
高速道路の保有 ･債務返済

【会社】 高速道路の建設 ･管理 ･料金徴収



線
網
ご
と
に
協
定
を
締
結
し
、
国
土
交
通
大
臣
の
認

可
を
受
け
て
、
貸
付
料
、
債
務
返
済
計
画
等
を
記
載

し
た
業
務
実
施
計
画
を
作
成
。

.
協
定
は
、
会
社
と
機
構
が
対
等
な
立
場
で
締
結
。

.
協
定
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
会
社
が
管
理
を
行
う
高

速
道
路
の
路
線
名
、
新
設
･
改
築
工
事
の
内
容
、

機
構
が
引
き
受
け
る
債
務
の
限
度
額
、
貸
付
料
の

額
及
び
貸
付
期
間
等
を
定
め
る
。

･
高
速
自
動
車
国
道
と
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
型
一
般
有
料

道
路
の
債
務
の
一
体
管
理
は
、
債
務
返
済
時
期
を

合
わ
せ
る
た
め
で
あ
り
、
相
互
補
助
を
行
う
も
の

で
は
な
い
。
そ
れ
を
担
保
す
る
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ

の
債
務
返
済
計
画
の
提
出
を
機
構
に
義
務
付
け

(国
土
交
通
省
令
で
規
定
)。

･
日
本
道
路
公
団
系
三
会
社
の
債
務
は
、
機
構
が
一

体
と
し
て
管
理
す
る
が
、
会
社
間
の
競
争
原
理
を

確
保
す
る
た
め
、
高
速
自
動
車
国
道
の
今
後
の
建

設
に
係
る
債
務
は
、
会
社
ご
と
に
料
金
収
入
に
よ

る
貸
付
料
で
返
済
す
る
こ
と
を
基
本
と
す
る

(会

社
は
、
そ
の
貸
付
料
を
支
払
う
経
営
責
任
を
負

う
)
。

(国
土
交
通
大
臣
が
独
立
行
政
法
人
通
則
法
上
の

機
構
の
中
期
目
標
を
定
め
、
機
構
に
指
示
し
、
公

表
)

･
全
国
路
線
網
、地
域
路
線
網
に
つ
い
て
の
協
定
は
、

会
社
ご
と
に
締
結
。
一
方
、
業
務
実
施
計
画
は
、

路
線
網
ご
と
に
作
成
。

･
業
務
実
施
計
画
の
認
可
で
は
、
債
務
返
済
計
画
に

よ
り
、
債
務
の
確
実

･
円
滑
な
返
済
が
図
ら
れ
る

か
を
審
査
。

④
会
社
が
建
設
し
た
道
路
資
産
が
機
構
に
帰
属
す
る
と

き
に
、
会
社
が
建
設
の
た
め
に
負
担
し
た
債
務
を
引

き
受
け
。

◎
貸
付
料
の
額
は
、
債
務
の
返
済
に
要
す
る
費
用
等
を

貸
付
期
間
内
に
償
う
よ
う
設
定
。

2

国
と
の
関
係

①
政
府
等
の
出
資
及
び
災
害
復
旧
補
助
が
可
能
。
機
構

は
、
こ
れ
ら
を
財
源
と
し
て
、
会
社
に
無
利
子
貸
付

　
　
　

②
長
期
借
入
金
及
び
機
構
債
券
に
つ
い
て
は
、
国
土
交

通
大
臣
の
認
可
が
必
要
。

③
政
府
の
債
務
保
証
が
可
能

(図
2
)。

三

日
本
道
路
公
園
等
の
民
営
化
に
伴
う
道
路

関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律

1

道
路
整
備
特
別
措
置
法
の
一部
改
正

①
会
社
は
、
機
構
と
協
定
を
締
結
し
、
工
事
の
内
容
、

料
金
等
に
つ
い
て
国
土
交
通
大
臣
に
事
業
許
可
を
申

請
し
て
事
業
を
実
施
。

･
公
団
に
対
す
る
施
行
命
令
方
式
を
廃
止
し
、
自
主

的
判
断
に
基
づ
く
申
請
方
式
。

(既存子十新夫況)

図 2 資金の流れ


